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第１章 経営戦略の改定にあたって 

１ 経営戦略策定の趣旨 

 

水道事業については、人口減少社会の到来や節水型社会への移行、施設の老朽化

や近年頻発する自然災害など、経営環境が変化していることから、将来にわたって

安定的に事業を継続するため、中長期的な基本計画である「経営戦略」の策定が求

められ、この計画に基づき計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の

強化と財政マネジメントの向上を図っていく必要があります。 

このような状況の中、平成 31 年３月に策定した『中井町水道事業経営戦略』（以

下「経営戦略」という。なお、区分するために平成 31 年３月策定のものを「前経営

戦略」、今回改定のものを「本経営戦略」とします。）は、策定から７年が経過し、

この間、『中井町水道事業ビジョン』（令和２年計画策定 計画期間 令和２年度～令

和 11 年度）（以下「水道ビジョン」という。）の目標達成に向けて事業を進めてきま

したが、人口減少、物価上昇などの社会・経済情勢の変化や頻発する自然災害への

対応とともに、７年間の実績により計画との乖離が生じた箇所の分析・修正を行う

必要があることを踏まえ、次の項目について計画に盛り込み見直しを行うものです。 

 

① 今後の人口減少等の水需要動向を加味した料金収入の的確な反映 

② 令和３年２月に作成した「中井町水道事業アセットマネジメント報告書」を踏

まえた将来における所要の更新費用の的確な反映 

③ 物価、金利、賃金水準の上昇等を反映した維持管理費、支払利息、人件費等の

コストの的確な反映 

④ 事業を次世代に引き継ぐために必要な措置（効率化、料金改定等）の検討 

 

２ 計画の位置付けと計画期間 

 

前経営戦略（令和元年度から令和 11 年度までの 11 年間）を策定してから７年が

経過しており、改めて取組の方向性や財政面での見通しを明らかにしたうえで中長

期的な水道事業の経営を展望した経営戦略の改定を行い、その計画期間は令和８年

度から令和 17 年度までの 10 年間とします。今後も３～５年毎に検証を行い、必要

に応じて改定を行っていきます。 
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中井町水道事業 

経　営　戦　略

投資・財政計画の策定

財源試算 
⚪料金、企業債、一般会計繰

出金等の水準の見直しなど

中井町水道事業 
アセットマネジメント報告書

反映

計
画
期
間
内
の 収
支
均
衡 

物価・金利・賃金上昇 
経費削減・効率化、 
料金改定、 
技術継承、 
広域連携など

PDCA サイクル 
⚪毎年度の進捗管理 
⚪3～５年毎の見直し

（計画期間は基本 10 年以上）

反映

第七次中井町総合計画 
前期基本計画 2026～2030整合 整合

中井町水道事業ビジョン 
令和２年度～令和 11 年度

投資試算 
⚪人口減少推計を踏まえた

将来需要予測に基づくダ
ウンサイジングを反映し
た投資額の設定 

⚪長寿命化等による平準化

図 1­1 経営戦略〔イメージ〕
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第 2 章 事業概要 

１ 事業の現況 

①給水 

 

②施設 

 

③料金 

水道料金は、水道施設の維持管理費、運営費、資本費（減価償却費及び企業債利

息等）に充てるため、中井町水道事業給水条例第 27 条、28 条の規定に基づき、水

道の使用者からその用途及び使用水量に応じて負担していただいています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④組織 

 上下水道課の水道担当者は４名です。 
 
 
 
 
 

 供給開始年月日 昭和 29 年 5 月 19 日 計画給水人口 11,100 人   
 法適（全部・財務） 

・非適の区分 法適（全部） 現在給水人口 8,978 人(R6 決算)

 有収水量密度 916.88 ㎥/ha

 水源 地下水
 施設数 浄水場設置数 ０ 管路延長 109.21 千ｍ 

(R５決算統計)  配水池設置数 ９
 施設能力 9,300 ㎥/日 施設利用率 59.8％(R６決算)

 料金体系の 
概要・考え方

【用途別料金体系】 
10 ㎥の基本水量が付いた基本料金と超過料金（従量料金）からなる二部制で、用途別（家

事用・業務用等）に異なる単価とし、業務用は家事用に比べ高い単価を設定しています。 
また、超過料金は、使用量が増加すると単価が高くなる逓増制を採用しています。

 料金改定年月日 
（消費税のみの改定は含まない）

平成 13 年４月１日

 算定方式 総括原価方式（損益ベース）

料金表（概要） 

水道事業管理者 
（中井町長）

上下水道課 
（課長１名）

水道班 
（３名） 

事務職１名 
技術職２名

表 2­1 給水の状況

表 2­2 施設の状況

表 2­3 料金の状況

図２­１ 料金表

図２­２ 組織体制図
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２ これまでの主な経営健全化の取組 

 

現行水道ビジョンにおける取組状況は、次のとおりです。 

 

 

 
３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 
 

①経常収支比率 

経常収支比率とは、当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の収

益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。当

該指標については、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となることが

望ましく、100％未満の場合は赤字であることを示しているため、経営改善に向け

た取組が必要です。 

中井町における令和５年度の経常収支比率は 146.61％であり、類似団体の平均

値 106.46％よりも高い値になっています。 

今後も安定的に 100％以上を維持できるようにするためには、収益の増加、費用

の削減に継続して努める必要があります。 
 

経常収支比率＝経常収益 / 経常費用 × 100 
 
 

 基本目標 施策 取組状況

 安心・安全で良質な水道 水質監視の強化 自己水源の適切な管理

 水安全計画の策定

 施設規模の適正化 配水施設規模の適正化 施設の更新及び耐震化と耐震化計画の策定

 配水区域の適正化

 有収率の維持向上 管路全体の耐震化率の向上

 基幹管路の耐震管率の向上

 災害対策の強化 応急給水体制の強化

 停電対策の検討及び業務継続計画の策定

 持続可能な経営基盤 水道料金体系のあり方検討 経営戦略の推進

 適正な料金体系の検討

 アセットマネジメントの実施

 運営基盤の強化 情報提供の充実

 遠方監視システムの導入

 人材確保と育成の強化

 民間委託、広域連携の検討

 省エネルギーと「環境」に
やさしい水道

省エネルギー化の推進 省エネルギー機器等の導入

表２­４ 現行水道ビジョンの取組状況
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②累積欠損金比率 

累積欠損金比率とは、営業収益に対する累積欠損金の割合で、累積欠損金は営業

活動により生じた損失（赤字）のうち、繰越利益剰余金などで補てんできない部分

を事業年度ごとに累積した金額です。当該指標については、累積欠損金が発生して

いない状況である０％であることが求められています。 

中井町における令和５年度の累積欠損金比率は０％であり、現状は望ましい姿で

す。今後も累積欠損金を発生させないように、収入の確保、経費支出の抑制に努め

る必要があります。なお、類似団体の平均値は 27.85％となっています。 
 

累積欠損金比率＝当年度未処理欠損金 / (営業収益―受託工事収益) × 100 
 
 

 
③流動比率 

流動比率とは、短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。当該指標につい

ては、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を

示す 100％以上であることが望ましいとされています。 

中井町の令和５年度の流動比率は、1,091.39％で、類似団体の平均値 311.12％よ

り非常に高い値となっていますので、財務的に安全性が高い状態にあります。 
 

流動比率＝流動資産 / 流動負債 × 100 
 

 

 
 
 
 
 

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 経常収支比率（％） 146.61 106.46 108.24

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 累積欠損金比率（％） 0.00 27.85 1.50

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 流動比率（％） 1,091.39 311.12 243.36

表２­５ 経常収支比率

表２­6 累積欠損金比率

表２­7 流動比率
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④企業債残高対給水収益比率 

企業債残高対給水収益比率とは、給水収益に対する企業債残高（水道施設の建設

及び更新時に資金調達した借金の未返済額）の割合であり、企業債残高の規模を表

す指標です。当該指標については、低いほど経営的には好ましい状況であるといえ

ますが明確な基準がないため、類似団体との比較を通じて中井町の置かれている状

況を把握・分析することになります。 

中井町の令和５年度の企業債残高対給水収益比率は 156.29％で、類似団体の平

均値 515.14％よりも低い値となっています。 
 
企業債残高対給水収益比率＝企業債現在高合計 / 給水収益 × 100 

 
 

 
⑤料金回収率 

料金回収率とは、当該年度において、水道料金で回収すべき経費が給水収益でど

の程度賄えているかを表した指標で、料金水準等を評価することができます。当該

指標は、100％以上を目標とすることが好ましいとされています。 

中井町の令和５年度の料金回収率は 148.38％で、類似団体が平均値 84.16%と運

営に必要な経費を料金収入で賄いきれていない状況にある中で、中井町の財政は健

全な状態にあるといえます。 

今後も、料金回収率の 100％以上を維持するためには、経費削減等により給水原

価の上昇を抑えていく必要があります。 
 

料金回収率＝供給単価 / 給水原価 × 100 
 
 

 
⑥給水原価 

給水原価とは、有収水量１㎥当たりにどれだけの費用がかかっているかを表す指

標で、一般的には低い数値が望まれますが明確な数値基準はないと考えられます。

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 企業債残高対給水収益比率（％） 156.29 515.14 265.93

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 料金回収率（％） 148.38 84.16 97.82

表２­8 企業債残高対給水収益比率

表２­9 料金回収率
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したがって、経年比較や類似団体との比較等により中井町の置かれている状況を把

握し、効率的な事業運営がなされているか分析する必要があります。 

中井町の令和５年度の給水原価は 89.56 円であり、類似団体の平均値 230.21 円

よりも大幅に低い値となっています。今後は、施設等の更新により数値が増加する

ことが想定されますで、引き続き投資の効率化や維持管理費の削減による経営改善

に努めていく必要があります。 
 

給水原価＝（経常費用 ­（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費） 
­ 長期前受金戻入）/年間総有収水量 

 
 

 
⑦施設利用率 

施設利用率とは、一日配水能力に対する一日平均配水量の割合で、施設の利用状

況や適正規模を判断する指標であり、水道施設の効率性を示します。当該指標につ

いては、高い数値が望まれますが明確な数値基準はありません。 

中井町の令和５年度の施設利用率は 61.28％で、類似団体の平均値の 49.76％よ

りも高い値となっています。 
 
施設利用率＝一日平均配水量 / 一日配水能力 × 100 

 
 

 
⑧有収率 

有収率とは、年間配水量に対する年間有収水量の割合を示すもので、水道施設を

通して供給される水量が、どの程度収益につながっているかを表す指標です。当該

指標は、100％に近ければ近いほど効率的な水の供給ができていることになります。 

中井町の令和５年度の有収率は 89.99％であり、類似団体の平均値 76.64％より

も高い値となっています。有収率の向上は、給水収益の増加に直結し、経費回収率

の改善に寄与するため、今後も積極的に管路の更新及び耐震化の推進に取り組む必

要があります。 
 

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 給水原価（円） 89.56 230.21 177.56

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 施設利用率（％） 61.28 49.76 59.81

表２­10 給水原価

表２­11 施設利用率
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有収率＝年間総有収水量 / 年間総配水量 × 100 
 
 

 
⑨有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がど

の程度進んでいる（資産の老朽化度合）かを表す指標です。当該指標については、

数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示していますが、明確な数値

基準はありません。したがって、経年比較や類似団体との比較等により中井町の置

かれている状況を把握し、計画的に施設更新が実施されているか分析する必要があ

ります。 

中井町における令和５年度の有形固定資産減価償却率は 64.41％であり、類似団

体の平均値 51.38％よりも高い値となります。 

今後はアセットマネジメント計画に基づく点検・調査の結果をもとに、管路や施

設の重要度や改修の緊急性といったリスク評価を踏まえた優先順位付けや費用の

平準化等を考慮した合理的な修繕・改築計画の策定を行う必要があります。 

 
有形固定資産減価償却率＝有形固定資産減価償却累計額 / 有形固定資産のうち 

償却対象資産の帳簿原価 × 100 
 
 

 
⑩管路経年化率 

管路経年化率とは、法定耐用年数を超えた管路延長の割合（管路の老朽化度合）

を表した指標です。当該指標については、高いほど法定耐用年数を経過した管路を

多く保有しており、管路の改築等の必要性を推測することができますが、明確な数

値基準はありません。 

中井町の管路経年化率は 15.80％で、類似団体の平均値 21.60％よりも低い値と

なります。しかし、今後は管路経年化率が増加していくため、計画的な更新を進め

る必要があります。 
  

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 経営の健全性 有収率（％） 89.99 76.64 89.42

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 老朽化の状況 有形固定資産減価償却率（％） 64.41 51.38 52.02

表２­12 有収率

表２­13 有形固定資産減価償却率
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管路経年化率＝法定耐用年数を経過した管路延長 / 管路延長 × 100 
 
 

 
 

⑪管路更新率 

管路更新率とは、当該年度に更新した管路延長の割合を表しており、管路の更新

ペースや状況を把握できる指標です。当該指標については、例えば数値が 2.5％の

場合すべての管渠を更新するのに 40 年かかる更新ペースであることが把握できま

す。 

中井町における令和５年度の管路更新率は 0.28％であり、類似団体の平均値

0.56％よりも低い値となっています。今後は、法定用年数の 40 年を超える管路が

増えてくるため、計画的な更新を進める必要があります。 
 

管路更新率＝当該年度に更新した管路延長 / 管路延長 × 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 老朽化の状況 管路経年化率（％） 15.80 21.60 25.37

 項目 指標名 中井町及び類似団体等の実績値
 中井町 R5 類似団体平均 全国平均
 老朽化の状況 管路更新率（％） 0.28 0.56 0.62

表２­14 管路経年化率

表２­15 管路更新率

図２­３国土交通省 HP　「新水道ビジョンの推進について 管路の老朽化の現状と課題」より抜粋 
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４ 中井町の課題 
 

中井町の管路は、1980 年から 2000 年までの第一次拡張事業で布設したものが大

半を占めており、1980 年代の初期に布設したものは法定耐用年数（４０年）を経

過し、今後は順次法定耐用年数を超える経年化管路が増えていくことになります。

管路については、材質の向上により法定耐用年数を経過しても直ちに給水に支障を

きたすものではありませんが、前述の管路更新率の中井町の数値は 0.28％ですの

で、400 年に 1 回のペースでの更新スピードとなります。 

中井町は、令和 3 年 2 月に「中井町水道事業アセットマネジメント報告書」を策

定し、管路の目標耐用年数を 60 から 100 年で設定しましたが、現状の数値は目標

との乖離が大きいことから更新スピードを確実に上げていく必要があります。 

また、更新スピードを上げていくためには、今後多額の更新事業費が必要となり

ます。現在、中井町の水道事業の財政状況は良好ですが、更新事業は長期にわたっ

て継続する必要があることから、財政収支計画により財政状況を検証しつつ、必要

に応じて事業継続に必要なコストを水道の利用者に応分に負担していくことが不

可欠となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２­４ 中井町の管路の布設年度別延長
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第３章 将来の事業環境 

１ 給水人口の予測 
 

中井町の総人口は、平成 7 年の 10,398 人をピークとして減少に転じており、今

後も人口の減少傾向は続くものと推測されます。しかし、少子高齢化に伴い世帯当

たりの構成人数が減少するなど核家族化が進行しているため、給水戸数（世帯数）

については緩やかに増加すると推計しています。 

なお、給水人口は、第七次中井町総合計画の目標人口を基に推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

「第七次中井町総合計画」・「中井町人口ビジョン」より一部抜粋 
国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計に準拠して算出（各年 10 月１日現在）

図 3­1 将来人口推計

図 3­2 給水人口と給水戸数の推移
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２ 水需要の予測 

 

家事用については、少子高齢化による給水人口の減少に加えて、住宅設備の機能

向上や節水意識の高まりに伴って１人当たりの使用量も減少することから、水需

要の減少が続くものと想定されます。また、業務用の水需要は、既存地区における

新規利用者や新たな開発計画による需要者により増加する要因があるものの、企

業努力による節水傾向が浸透しており、経営戦略期間を通して緩やかに減少する

と予測しています。 

この結果、水需要全体の予測としては、経営戦略期間において微減していくこ

とが予測されます。 
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図 3­3 水需要予測

図 3­４ 1 日平均配水量と 1 日平均有収水量 
     の実績と予測
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３ 料金収入の見通し 

(1)有収水量 

有収水量は、家事用では平成 27 年度の 985,761 ㎥から令和６年度の 882,440 ㎥

と 10 年間で 103,321 ㎥減（10.48％減）、業務用では、平成 27 年度の 1,064,963 ㎥

から令和６年度の 961,160 ㎥と 10 年間で 103,803 ㎥減（9.75％減）、家事用、業務

用共に減少傾向にあります。 

この結果、家事用、業務用共に給水戸数の増加、有収水量の減少により、１戸（１

件）当たりの使用量が減少していることになります。その要因としては、少子高齢

化に伴う世帯当たりの構成人数の減少、節水機器の普及・節水技術の向上等の影響

が継続していることが考えられます。 

用途別の構成割合は、この 10 年間では家事用と業務用でほぼ折半している状況

ですが、業務用が常に 50％超となっています。 
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図 3­７ 有収水量と用途別構成割合の推移

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３­５ 家事用有収水量の推移 図３­６ 業務用有収水量の推移
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有収水量を水量区画別に分類し、その構成割合について年度別の推移を見てみま

すと、家事用では少量の区画の割合が増加していますが（家事用 20 ㎥以下で増加、

21～30 ㎥で一定、31 ㎥以上で減少）、業務用では水量区画別の割合は 10 年間ほぼ

一定です。 
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図 3­８ 家事用の有収水量と水量段階別構成割合の推移

図 3­９ 業務用の有収水量と水量段階別構成割合の推移
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(2)料金収入 

料金収入は、家事用では平成 27 年度の約 8,351 万円から令和６年度の約 7,455

万円と 10 年間で 896 万円減（10.73％減）、業務用では、平成 27 年度の約 2 億

2,938 万円から令和６年度の約２億 1,062 万円と 10 年間で約 1,876 万円減（8.18％

減）、家事用、業務用共に減少傾向にあります。 

用途別の構成割合では、多量使用者が多い業務用が 75%、残りの 25%を家事用

が占めていますが、10 年間の減少率では家事用の方が高いため業務用の割合が

徐々に増加する傾向にあります。 
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図 3­12 料金収入と用途別構成割合の推移

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３­10 家事用料金収入の推移 図３­11 業務用料金収入の推移
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次に、用途別に水量区画別の構成割合の推移を見てみますと、家事用は 31 ㎥超

の使用者の割合が減少する一方、11～20 ㎥の水量区画の使用者が大きく増加し、

30 ㎥以下の使用者の割合が半数を超えています。 

業務用は、501 ㎥超（最高単価 215 円）の割合が 90％弱でほぼ一定となってお

り、多量消費者の上位 10 社も固定している状況です。 
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図 3­14 業務用の料金収入と水量段階別構成割合の推移
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これらの用途別の水需要の傾向から将来の水道料金収入を推計しますと、現在

の用途別構成割合を維持しつつ家事用、業務用共に少量の水量区画にシフトする

ことが見込まれており、年間の総有収水量は緩やかに減少するため、収入総額の

減少傾向が続くものと予測されます。 
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第 4 章 経営の基本方針について 

１ 水道事業の将来像、基本理念と基本方針 

 

中井町は、町の将来像を「一人ひとりが主役！ 魅力育む 里都まち♡なかい」と描

き、「安全で安心して暮らせるまち」づくりを進めてきた第六次中井町総合計画が最

終年度を迎えたことから、町民が幸福を感じることができる中井町をめざして、令和

8 年度（2026 年度）を初年度とする第七次中井町総合計画（基本構想・前期基本計画）

の策定を進めています。 

令和２年３月に策定した水道ビジョンでは、これからの水道の基本方針と取り組む

施策をまとめ、中井町水道事業の将来像は「いつも安心・安全でおいしい水道水をい

つまでも供給する水道事業」とし、『未来につなぐ 自然の恵みの おいしい水』を

基本理念に掲げています。 

また、「『安心』して飲めるおいしい水道」、「『安定』した水道の供給」、「『持続』性

のある水道」を基本方針として位置付けております。 
  

２ 施策の体系と主な取組 
 
 
 

 

 

 基本方針 施策の方向性 具体的な各種施策（取組）

 安全 『安心』して飲め
るおいしい水道

安心・安全で
良質な水道

水質監視の強化

 
強靭

『安定』した水道
の供給

施設規模の適
正化

配水施設規模の適正化
 有収率の維持向上
 災害対策の強化
 持続 『持続』性のある

水道
持続可能な経
営基盤

水道料金体系のあり方検討
 運営基盤の強化

表 4­1 基本方針と具体的な施策の体系図
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第 5 章 主な施策の取組について 

１ 安心・安全で良質な水道 

 

   水質監視の強化（自己水源の適切な管理） 

毎年策定・公表している「水質検査計画」に基づき、水道法で義務付けられてい

る検査項目のほか、水源周辺の環境に応じた中井町独自の検査項目などについて、

各種検査を実施して今後も水質監視を継続していきます。 

また、令和８年４月から水道事業者等に対して、新たな水質リスクである有機フ

ッ素化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸『PFOS』及びペルフルオロオクタ

ン酸『PFOA』）について、水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課され

ます。 

その内容は、検査の回数はおおむね３か月に１回以上を基本とし、基準値は現在

と同じ 50ng/L です。近隣水道事業体とも連携しながら汚染の実態把握を行うとと

もに、汚染リスクを踏まえ測定回数を増やすなど、測定体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施設規模の適正化 

 

 （1）配水施設規模の適正化（施設の更新及び耐震化） 

中井町では、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、対策が必要

な急所施設について、今後、概ね 20 年間で耐震化を完了することを目指し、この

うち令和 11 年度までに被災すると極めて大きな影響を及ぼす急所施設を最優先に

耐震化を実施していきます。 

また、災害時の避難所等への給水を可能にするため、避難所等の重要給水施設へ

の管路等の耐震化を優先的に進め、今後概ね 30 年間で耐震化を完了することを目

【コラム】　『PFOS』・『PFOA』について 

PFOS・PFOA は、2000 年代はじめごろまで、さまざまな工業で利用され、
私たちの身の回りの製品を作る際にも使われていました。 
2009 年以降、環境中での残留性や健康影響の懸念から、 国際的に規制が進
み、現在では、日本を含む多くの国で 製造・輸入等が禁止されています。 

（環境省作成リーフレット（2024 年 8 月） 

PFOS・PFOA は、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響
を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の
上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の
量が身体に入ると影響が出るのかについては十分な知見はありません。 

（環境省 HP  PFOS・PFOA に関する Q&A 集） 
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指していきます。このうち令和 11 年度までには、特に規模の大きい避難所等（3 施

設）に接続する水道管路等の耐震化を実施していきます。 
 
 （2）有収率の維持向上（管路全体の耐震化率の向上） 

水道管の耐震化として平成 30 年度から耐震管を標準施工とする方針とし、長寿

命化と耐震化が図れる GX 形ダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管（熱融着継手）

を採用して、耐震化工事を進めています。管路の健全性の維持向上を目的として更

新工事を行い、管路更新と併せて管路全体の耐震化率の向上とともに有収率の維持

向上を図ります。 

 

（3）災害対策の強化（応急給水体制の強化） 

応急給水として非常用の連絡管がある神奈川県企業庁及び秦野市と、今後も非常

時配水の確認を行っていくほか、周辺事業体や関連団体との連携を継続していきま

す。 

また、町の防災担当とも連携し、定期的に備品等の点検整備・拡充を行うことで

防災体制を整えながら応急給水体制の強化を図ります。 
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３ 持続可能な経営基盤 

 

  水道料金体系のあり方検討 

(1) 施策の背景 

水道事業は、お客さまにご負担いただく水道料金を主な財源に独立採算制で事

業運営をしています。現行料金は、消費税率の変更による改定を除き、平成 13 年

4 月 1 日から 24 年を経過しております。 

令和 6 年度の実績を用途別に見てみますと、有収水量の割合は家事用 47.6％、

業務用 51.9％ですが、水道料金収入の割合は家事用 26.0％、業務用 73.6％となっ

ています。これは、使用水量が多くなるほど単価が高くなる逓増制を採用してい

るため、１件当たりの使用水量が多い業務用が、有収水量の割合に比べて料金収

入の割合の方が大きくなる要因となっております。 
 

表５­1 中井町の水道料金 
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表５­2 令和 6 年度の用途別使用水量の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 5­3 令和６年度の用途別水道料金収入の割合 
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(2) 料金体系の検討 

 

 ア 全国事業体で採用されている料金体系の傾向について 

水道事業は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と

生活環境の改善とに寄与することを目的としたことから、使用者の負担能力や需

要の目的に基づき料金単価を差別化し、家事用料金の負担を低減できる用途別料

金体系を採用する事業体が以前は多数を占めていました。 

その後、社会情勢や節水技術の向上等により水需要が変化し、これまで家事用

料金の低廉化を支えてきた業務用の多量消費者の使用量が減少しており、この仕

組みが破綻してきたこと、また家事用においても少子高齢化の影響や節水機器の

普及により１戸当たりの使用水量が減少し、給水原価を下回る超過料金の水量段

階に占める使用者の割合が増えていることから、個別原価に基づき料金単価を設

定できる口径別料金体系を採用する事業体が増え現在では約 6 割を占めていま

す。しかし、用途別料金体系は減少傾向にあるとはいえ、未だ約３割の水道事業

体で採用されています。 
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図 5­1 全国事業体の料金体系の推移
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  イ 近年の県内水道事業体の料金改定の動向について 

令和元年度以降に料金改定を実施した県内の 7 水道事業体のうち、横浜市（令

和 3 年７月１日施行）と神奈川県企業庁（令和６年 10 月１日施行）は、用途別

料金から口径別料金に変更する改定が行われました。その背景としては、平成の

当初頃にピークを迎えた有収水量が減少し続けており、用途別では家事用よりも

業務用の減少が大きくなっていること、また料金収入面では、家事用は給水原価

を下回る料金単価の収入の割合が増加する一方、業務用は料金単価の高い収入の

割合が減少しているため、原価割れを補填してきた財源が縮小傾向にあり用途別

料金体系のメリットである家事用料金の低廉化の仕組みが成り立たなくなった

ことがあります。 

このため、用途による料金負担格差が無く料金単価を設定できる口径別料金を

採用することになったものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 2 回横浜市水道料金等在り方審議会資料 第 6 回横浜市水道料金等在り方審議会資料

神奈川県の第４回審議会資料 神奈川県の第４回審議会資料

図 5­2 横浜市水道料金等在り方審議会資料

図 5­3 神奈川県営水道の審議会資料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 目指すべき料金体系の方向性 

中井町は、家事用と業務用とも直近の 10 年間において有収水量と料金収入が緩

やかに減少しているものの、用途別の構成割合は、有収水量で家事用 50％と業務

用 50％、料金収入で家事用 25％と業務用 75％と 10 年間ほぼ一定の割合でありま

す。このため、用途別料金体系のメリットである「家事用料金の低廉化の仕組み」

が十分に機能している状態です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

表 5­4 神奈川県の水道事業体の水道料金比較

表 5­5 中井町と横浜市及び神奈川県との用途別構成割合 
の比較（有収水量・料金収入）
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(ｱ) 料金回収率 

給水原価割れの安価な料金単価を成立させるためには、回収できないコスト分を

補う高額な料金単価を負担するユーザーの存在が不可欠です。このバランスが崩れ

ると、水道料金以外の収入に依存するか、料金改定により料金単価を値上げしバラ

ンスを保つように是正を図る必要があります。 

バランスの状況を確認するには、料金回収率を用いて検証することができます。

料金回収率は、供給単価と給水原価との関係を見るもので、料金回収率が 100％を

下回っている場合、給水にかかる費用が水道料金による収入以外に他の収入で賄わ

れているか、または欠損金を計上していることを意味します。料金回収率が著しく

低く、繰出基準に定める事由以外の繰入金によって収入不足を補てんしているよう

な事業体にあっては、適正な料金収入の確保が求められます。 

中井町の令和 5 年度の料金回収率は 148.38%で、現行料金体系の基でコストの約

1.5 倍の料金収入を得ており、給水人口の規模が近い類似団体平均の 84.16%に比べ

ても極めて良好な状況にあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上のことから、中井町は、水道法で定める「清浄にして豊富低廉な水の供給を

図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること」を目的として、

表 5­6 中井町と横浜市・神奈川県・同規模事業体の 
料金回収率の比較
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当面は家事用料金の低廉化を可能とする用途別料金体系を継続していくこととし

ます。 

 

(ｲ) 逓増度の緩和 

中井町の水需要構造は、直近 10 年間で大きな変化はありません。しかし、有収

水量は、家事用と業務用ともにゆるやかに減少し、その結果、料金収入も減少傾向

にあります。中井町では、今後は老朽施設の更新や施設の耐震化に多大な財政需要

が見込まれその財源を確保する必要から、県内水道事業体の中でも安価な家事用料

金については給水原価に近づけるなど利用者全体でコスト負担を担っていく必要

があります。 

一方、業務用は、少量の水量区画の段階から料金単価が給水原価を上回っている

こと、最高単価は県西部の 10 水道事業体中 5 位と中位に位置していることから、

料金負担の面で用途間の乖離が大きくなっています。これは、最高単価と最低単価

との割合を示す逓増度にも反映され、中井町は県内の 18 水道事業体中、高い方か

ら６番目の位置にあります。業務用の有収水量が減少する中、収入面で業務用への

依存を軽減するためには、最低単価の引上げにより格差是正を図ることが望ましい

と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５­7 県内水道事業体の料金体系から算出した逓増度の状況
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(ｳ) 基本水量の付与について 

基本水量は、昭和 42 年に策定された水道料金算定要領で、「一定の基本水量を

付与することができるとし、特に、小口径給水管の使用者群に対しては、基本水

量を付与するものとする。」とされたことから、多くの水道事業体で採用されて

きましたが、その後、節水意識が反映されないこと、公衆衛生の向上を急務とす

る時代ではない等により、設定の必要性が乏しくなっており、採用する事業者は

減少傾向にあります。その背景としては、単身世帯の増加により、基本水量以内

の利用の世帯割合が高くなっていることが挙げられます。 

令和２年度の国勢調査の統計によると、中井町の総世帯数に占める単身世帯数

の割合は 22.69%で、全国の 37.97%や神奈川県の 39.21%と比較しても相当低い

数値であり、また令和３年７月に基本水量を廃止した横浜市の 40.09%に対し半

数程度となっています。このため、大多数の使用者が基本水量 10 ㎥超の使用量

となる中井町では、基本水量を廃止し１㎥からの従量料金を設定する料金体系へ

の変更を求める要望は強くないと考えています。 

 

 

 

(ｴ) まとめ 

 a 当面は基本水量を付与した用途別料金体系を継続して採用します。 

 b 料金体系を変更する際には、用途別の構成割合（有収水量・料金収入）と料

金回収率から「家事用料金の低廉化の仕組み」の有効性について検証し判断し

ていきます。 

 c 家事用の安価な料金単価の設定では、料金回収原価（又は給水原価）との損

益分岐点を検証し、平均的な使用量で事業運営に必要なコストが回収できるよ

第 6 回横浜市水道料金等在り方審議会資料

表５­8 中井町と県内事業体及び全国 
との１人世帯の割合比較

図 5­4 横浜市水道料金等在り方 
    審議会資料
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うに負担を求めるとともに、多量使用者への過度な依存を避けるため最高単価

の設定の際には逓増度の引き下げに留意していきます。 

 

  運営基盤の強化 

(1) 人材確保と育成の強化 

水道事業に従事する職員数は、この経営戦略期間中も現在の４名体制を維持

していくことを想定していますが、ベテラン職員の離職による水道技術継承の

途絶、技能の低下といった課題があり、ＯＪＴ等を通じて技術継承を図るなど

個々の職員のレベルアップが急務となっています。 

今後は、重要な経営資源の１つである「人材」を計画的に育成していくた

め、 ベテラン職員の再任用や技術職員による施設点検等を通じた技術の継承、

効果的な研修への積極的な参加などを行っていきます。 

また、施設更新や耐震化等の長期を要する資産管理業務が重要となることか

ら、業務継続を可能とする職員間の世代構成を意識した職員の適正な配置等に

も取り組む必要があります。 
 

(2) 民間委託、広域連携の検討 
民間委託によって業務のスリム化を図るとともに、サービスの向上が期待で

きることから、民間の有する優れた技術やノウハウを活用するための手法の導

入について検討します。 

また、広域連携については、県が策定した「神奈川県水道広域化推進プラ

ン」において、県西地域における水道事業広域化に向けた方針が示されてお

り、県西地域の各事業体と連携を図りつつこの方針に沿った取組を進めていき

ます。 
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第 6 章 投資・財政計画 

１ 投資計画について 

 

アセットマネジメントの水道施設整備方針に基づいて、今後 10 年間の施設整備

に関する投資計画を策定します。 

≪水道施設整備方針≫ 

◎古い施設から順に更新を実施する。 

  ◎老朽化前に更新を実施する。 

 ◎基幹施設を優先して更新を実施する。 

  ◎災害時重要拠点までの施設を優先して更新を実施する。 

 

(1) 水道施設耐震化 

中井町の水道施設には耐震化されていない施設があることから、令和 7 年 1 月

に「中井町上下水道耐震化計画」を策定しました。対策が必要な急所施設につい

ては、今後 20 年程度を目途に水道施設の耐震化を図っていくことを目指します。 

 

(2) 管路整備(耐震化・老朽管更新)  

管路の更新・耐震化については、令和 3 年 2 月の「中井町水道事業アセットマ

ネジメント報告書」の中で管種や継手の特性を考慮して町が設定した目標耐用年

数（60～100 年）で更新するものとして、所要投資額を推計しました。 

中井町の管路は、取得後の経過年数が比較的浅く、現時点では法定耐用年数の

1.5 倍を超える老朽化した管路はないことから、目標耐用年数のうち最長の 100

年で更新した場合を想定して、年間の管路更新延長が全布設延長の１％（管路更

新率）になるケース（A）とその半分の 0.5％になるケース（B）で財政収支に与

える影響を試算します。 

 

(3) 機械電気計装設備更新 

機械電気計装設備については、目標耐用年数をすでに超過し更新できていない

設備がありますので、更新積み残し分を優先して更新を行っていきます。 

また、災害時だけでなく平時においても設備故障を予防し安定給水を維持する

ために、施設の重要度に加え設備の重要度・老朽度に応じて更新を図ります。 
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（4）年度別事業費 

これらの事業費のほか、量水器の購入費や設計の民間委託等の「その他の事業費」

を加えると、計画期間中の各年度の建設改良費は、次の表の通りになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 6­1 建設改良費の見通し（ケース(A)で試算）
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２ 財政計画について 

 

(1) 試算条件の設定  

近年は物価が急激に上昇しており、当面は上昇傾向が続いていくとみられるこ

とから、企業物価指数、神奈川県人事委員会勧告の過去 10 年間の上昇率平均値や

直近の動向を加味して今後の物価上昇率、給与上昇率を経費に反映します。  

 

 

 

(2) 収益的収支の見通し 

管路更新率１％のケース（A）で試算しますと、収益的収入は、水道料金収入

が給水人口の減少や少子高齢化に伴う世帯当たりの構成人数の減少、節水機器の

普及・節水技術の向上等の影響により緩やかに減少する見込みです。一方、収益

的支出は、近年の物価上昇や賃金上昇を反映した結果、人件費や物件費が増加す

るほか、施設の建設改良・更新後に発生する減価償却費や企業債の借入額の増加

に伴う支払利息等の増加が見込まれるため、大幅に増加する見込みです。そのた

め、損益では経営戦略期間の 3 年目の令和 10 年度に収支が同額となり、それ以降

は純損失が年々拡大していく見込みです。 

物価上昇率 2.68％ 給与上昇率 3.09％

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※各項目の数値を四捨五入しています。 

※各項目の数値を四捨五入しています。

図 6­2 収益的収支【ケース（A）】
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 次に、管路更新率 0.5％のケース（B）で試算しますと、収益的収入はケース

（A）と同様の傾向になりますが、収益的支出は、施設の建設改良・更新の投資

額がケース（B）に比べて減少することから減価償却費と支払利息等が減額する

ことになります。その結果、各年度の純損失はケース（A）に比べて少なくなる

見込みです。 

 一方、管路の更新のペースは、ケース（A）の 50％に留まるのに対し、毎年度

の純損失はケース（A）の約 80％と財政負担の軽減の効果は少ないと見込まれま

す。 

 このため、この経営戦略では、ケース（A）の投資計画を採用することとし、

経営戦略期間中の収支が均衡するために必要となる料金改定などを措置した場合

の推計を検討します。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※各項目の数値を四捨五入しています。

図 6­３ 収益的収支【ケース（B）】
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管路更新率などの目標水準を達成するためには、令和 10 年度に 21.9％、令和

14 年度に 15.5％の計 2 回の料金改定が必要となります。 

この結果、令和 17 年度時点での水道料金収入は、料金改定を実施しなかった場

合の推計額２億 5,897 万円から２度の料金改定後の推計額３億 6,449 万円と約 1 億

500 万円増加し、当年度純利益は約 3 万円と辛うじて収益的収支で黒字となる見通

しです。 

これを受けて、本経営戦略ではこの財政シミュレーション結果を踏まえて、目

標水準を達成するための料金改定率を採用し、投資・財政計画を策定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6­1 【ケース（A）】と【ケース（B）】の当年度純損益比較

図 6­4 収益的収支【ケース（A）】料金改定実施後
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３ 投資・財政計画 
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(1) 投資・財政計画に計上した各項目の計数の算定について 

 ア 収益的収入 

(ｱ) 水道料金収入 

 水道料金収入は、現行料金体系に基づき本経営戦略で予測した将来の給水人

口・用途別の給水戸数・水量段階別の推移の動向など（11～17 頁）を反映して算

出しました。令和 8 年度と令和９年度の２か年は、現行料金単価で算定し、令和

10 年度以降は、令和 10 年度に 21.9％、令和 14 年度に 15.5％の料金改定を見込

んでいます。 

 

(ｲ) 長期前受金戻入 

資産取得時に受け取った補助金などの財源を、資産の耐用年数にわたって分割

して収益化するもので、令和 6 年度までの既得分の年度割額に、令和 7 年度取得

分（決算見込）と令和 8 年度以降の新規取得分の年度割額を合算して算出してい

ます。（本経営戦略期間中に新規取得分はありません。） 

 

(ｳ) その他 

 その他には、水道利用加入金、他会計からの繰入金、受取利息などの推計額を

合算して算出しています。 

 

イ 収益的支出 

(ｱ) 維持管理費等 

  維持管理費等には、人件費のほか、動力費、薬品費、修繕費、委託料などの物

件費等の推計額を合算して算出しています。 

 ① 人件費 

  現時点では、職員数を維持するものと想定し、令和 7 年度以降は決算見込額

のうちの給料相当額に令和 7 年度の神奈川県人事委員会で勧告された月例給の

公民給与の較差 3.09％が継続するものとして、それを反映させて算出しまし

た。 

 

   ② 動力費及び薬品費 

    令和 7 年度決算見込額に対して有収水量の減少及び物価上昇を見込んで、各

年度の推計額を算出しています。 
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 ③ 修繕費 

    令和 7 年度決算見込額に対して物価上昇を見込んで、各年度の推計額を算出

しています。また、定期的な修繕工事のほかに予防保全のための特別修繕とし

て、令和 10 年度に境配水池修繕工事、令和 13 年度に和田山配水池修繕工事、

令和 17 年度に雑色取水場修繕工事を計上しています。 

 

   ④ 委託料 

    令和７年度決算見込額に対して物価上昇を見込んで、各年度の推計額を算出

しています。 

 

(ｲ) 減価償却費等 

   令和 6 年度までの既得分と、令和 7 年度取得分（決算見込）及び令和 8 年度

以降の新規取得分を踏まえて算出しています。 

 

(ｳ) 支払利息等 

令和 6 年度までの既借入分に、令和 7 年度借入分（決算見込）及び令和 8 年

度以降の新規借入分を加算して各年度の支出額を算出しています。 

 

ウ 資本的収入 

(ｱ) 企業債 

   企業債は、建設改良費のうち、配水設備工事費の 30％を発行（新規借入）額

として算出しています。企業債を活用することにより、長期にわたって使用す

る施設の更新費用については、世代間で公平に負担ができるように配慮してい

きます。 

 

(ｲ) その他 

 その他は、工事負担金、国庫補助金などの推計額を合算して算出しています。 

 

エ 資本的支出 

(ｱ) 建設改良費 

   建設改良費は、本経営戦略の投資計画（30 頁）の方針に基づき、各年度の支

出額を算出しています。 
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(ｲ) 企業債償還金 

令和 6 年度までの既借入分に、令和 7 年度借入分（決算見込）及び令和 8 年

度以降の新規借入分を加算して各年度の支出額を算出しています。 

 

(2) 今後の検討事項  

ア 民間の資金・ノウハウ等の活用 

民間の資金・ノウハウ等の活用方法として、ＰＦＩやウォーターPPP などの官

民連携手法がありますが、近隣事業体の動向を見たうえで、導入の検討を行って

いきます。  

イ 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

施設、設備については、集中的に整備されたものが多くあり、今後一斉に更新

時期を迎えることから、更新時期の分散により事業費の平準化を図るよう検討し

ていきます。  

ウ 水道料金  

財政計画では、令和 10 年に 21.9％、令和 14 年に 15.5％の料金改定を見込

み、水道料金収入を推計しています。今後も、用途別料金体系を継承していきま

すが、基本料金と超過料金でのコスト回収割合、水量区画や逓増度の在り方など

具体的な料金体系について適宜見直しを検討していきます。  

エ 資産の有効活用による収入増加の取組 

将来的に施設の統廃合による遊休資産が生じる際には、これらの資産の活用方

法について検討を行います。 
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第 7 章 経営指標と目標値 

１ 経営指標の選定 

 

 経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経年比較や他公営企

業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことで、経営の現状及び課題

を的確かつ簡明に把握することが可能となります。本経営戦略では、中井町の課

題解決に結びつく経営指標を経営比較分析表の中から選定し、経営戦略期間の最

終年度の目標値とします。 

 

２ 経営目標の基本的な考え方 

 

 選定した指標は、基本理念である『未来につなぐ 自然の恵みの おいしい

水』を実現するための重要な指標であり、主要な施策である施設規模の適正化や

持続可能な経営基盤の強化に直結するものです。 

 

3 管路更新率 

 

 中井町の管路更新率は、類似団体平均と全国平均の数値に比べて低い状況となっ

ています。このため、管路の更新のペースを年間の管路更新延長が全布設延長の

１％程度となる目標値を設定し、適正な施設規模の維持に必要となる管路更新を行

っていきます。 
 

※類似団体平均：類似団体の R5 年度データ 
※全国平均：R5 年度データ 

 
４ 有収率 

 

 中井町の有収率は、類似団体平均と全国平均の両数値に比べても高く良好な状

況となっています。しかし、前経営戦略の目標値（90.5 以上）に届いていないこ

とから、引き続き管路の耐震化と長寿命化を図ることで有収率の維持向上を目指

します。 
 
 

 経営指標 単位 R5 
(2023 年度)

R17 
(2035 年度)

類似団体 
平均 全国平均

 管路更新率 ％ 0.28 1.00 程度 0.56 0.62

表 7­1 管路更新率
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      ※類似団体平均：類似団体の R5 年度データ 
※全国平均：R5 年度データ 

 

５ 企業債残高対給水収益比率 

 

中井町の企業債残高対給水収益比率は、類似団体と全国の平均値よりもかなり

低い状況ですが、今後は本経営戦略期間中に管路更新ペースを速めるなど積極的

な投資を行っていくこと、また世代間の負担の公平性に考慮し、企業債を積極的

に活用することから企業債残高が増加するため、当該比率の上昇が見込まれてい

ます。 

しかし、比率の上限を現行の２倍程度までに抑制し、常に全国平均の数値程度

で推移させることで、適正な投資を行いながらも次世代の利用者に過度な負担を

残すことが無いように配慮してまいります。 
 
 

※類似団体平均：類似団体の R5 年度データ 
※全国平均：R5 年度データ 
 

６ 経常収支比率 

 

中井町の経常収支比率は、類似団体と全国の平均値よりもかなり高い状況です

が、本経営戦略期間に実施する管路や設備の更新などの投資の拡大に伴う減価償

却費や物価上昇に伴う維持管理費の大幅な増加が見込まれるため、経営戦略期間

を通して単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上の経常収支比率を維持

することを目指します。 
 

※類似団体平均：類似団体の R5 年度データ 
※全国平均：R5 年度データ 

 経営指標 単位 R5 
(2023 年度)

R17 
(2035 年度)

類似団体 
平均 全国平均

 
 有収率 ％ 89.99 90.5 以上 76.64 89.42

 経営指標 単位 R5 
(2023 年度)

R17 
(2035 年度)

類似団体 
平均 全国平均

 企業債残高対給水収益比率 ％ 156.29 300.0 程度 515.14 265.93

 経営指標 単位 R5 
(2023 年度)

R17 
(2035 年度)

類似団体 
平均 全国平均

 経常収支比率 ％ 146.61 100.0 以上 106.46 108.24

表 7­2 有収率

表 7­3 企業債残高対給水収益比率

表 7­4 経常収支比率
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第 8 章 進捗管理等 

１ 進捗管理及び継続的な改善 

 

本経営戦略に掲げた各種施策や目標については、毎年度の決算等を踏まえて進

捗状況や目標達成状況などを評価するとともに、社会経済情勢の変化や水源水質

の変化、水需要量の変化など事業進捗に影響を与える状況の変化に合わせた事後

検証を行います。 

 

２ 経営戦略の見直しスケジュール 

 

ＰＤＣＡサイクルによる事業のレベルアップ（スパイラルアップ）や経営比較

分析表等を活用した検証により計画の質を高めるとともに、３～５年ごとに見直

しを行い、将来にわたって安定的な事業を継続してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画 実行

評価改善

Plan Ｄｏ

CheckAction

図 8­1 PDCA サイクルのイメージ
図

・経営戦略の策定 ・施策の推進 
・事業の実施

・進捗確認 
・分析及び評価

・施策の見直し
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〇 原価計算表 
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〇 経営比較分析表 
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〇 料金改定を実施しない場合の財政収支見通し（参考） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中井町水道事業経営戦略 

 
発行日     令和８年３月  
編集      中井町上下水道課  
所在地     〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪 56 番地  
電話/FAX    0465-81-3903 / 0465-81-1443  
ホームページ  https://www.town.nakai.kanagawa.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


